
国
保
短
期
人
間
ド
ッ
ク
助
成
制
度

定
期
的
に
健
康
チ
ェ
ッ
ク

宝
く
じ
の
収
益
金
は

身
近
な
ま
ち
づ
く
り
に
役
立
っ
て
い
ま
す

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
３

総
務
課 

財
政
係 

☎
77
‐
３
９
０
２

　
国
民
健
康
保
険
で
は
、
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
の
健
康
維
持
の
た
め
、

短
期
人
間
ド
ッ
ク
に
か
か
る
費
用
を
助
成
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
病
気
は
放
っ
て
お
く
ほ
ど
回
復
に
時

間
が
か
か
り
治
療
費
も
か
さ
み
ま
す
。

生
活
習
慣
病
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
自
覚

症
状
が
な
い
ま
ま
進
行
し
、
気
が
つ
い

た
と
き
に
は
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。
病
気
に
な
る
前
に
予

防
を
す
る
こ
と
が
最
高
の
治
療
法
か
つ

医
療
費
の
節
約
法
な
の
で
す
。

■
補
助
額

　
人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
費
用
額
の
70
％

（
た
だ
し
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
分
を
含
め
、

5
万
円
を
限
度
と
し
ま
す
）

■
利
用
条
件

・
年
齢
が
満
35
歳
以
上
満
75
歳
未
満
の

　
方

　
町
で
は
、（
公
財
）
千
葉
県
市
町
村

振
興
協
会
か
ら
「
サ
マ
ー
・
オ
ー
タ
ム

ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
」
収
益
金
の
分
配
を

受
け
て
い
ま
す
。
平
成
26
年
度
は
、
外

国
語
指
導
助
手
派
遣
に
よ
る
国
際
化
推

進
事
業
お
よ
び
「
新
春
寄
席
」
な
ど
の

問

問

・
前
回
実
施（
助
成
を
利
用
し
た
場
合
）

　
後
、
1
年
以
上
経
過
し
て
い
る
方

・
納
期
限
の
到
来
し
て
い
る
国
民
健
康

　
保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
世
帯
の
方

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
後
、
1
年
以

　
上
経
過
し
て
い
る
方

・
平
成
26
年
度
芝
山
町
特
定
健
診
を
受

　
け
て
い
な
い
方

※ 
脳
ド
ッ
ク
は
、
利
用
後
２
年
以
上
経

過
し
て
い
る
方
に
限
り
ま
す
。

■
利
用
方
法

　
人
間
ド
ッ
ク
予
約
後
、
受
診
日
ま
で

に
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

※
必
要
な
も
の
　
保
険
証
、
印
鑑

芸
術
・
文
化
振
興
事
業
の
財
源
の
一
部

に
活
用
し
ま
し
た
。
宝
く
じ
収
益
金
は

都
道
府
県
別
の
販
売
実
績
額
な
ど
に

よ
っ
て
配
分
さ
れ
る
の
で
、
購
入
す
る

方
は
ぜ
ひ
千
葉
県
内
の
宝
く
じ
売
り
場

で
ご
購
入
く
だ
さ
い
。

年
金
国
民
年
金
の
保
険
料

お
得
な
割
引
料
金
が
あ
り
ま
す

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
２

　
平
成
27
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
１
カ
月
１
５
，
５
９
０
円
で
す
。

な
お
、
ま
と
め
て
前
払
い
す
る
と
、
割
引
が
適
用
さ
れ
る
の
で
お
得
で
す
。

■
1
年
分
を
毎
月
納
付
す
る
場
合
　

　 

１
５
，
５
９
０
円
×
12
月

　
＝
１
８
７
，
０
８
０
円

■
割
引
制
度

・
現
金
払
い
で
1
年
分
を
前
納

　
⇩
年
間
３
，
３
２
０
円
割
引

・
現
金
払
い
で
6
カ
月
分
を
前
納
　

　
⇩
年
間
７
６
０
円
割
引

・
毎
月
納
付
（
早
割
）　

　 

通
常
の
口
座
振
替「
翌
月
末
引
落
し
」

か
ら
「
当
月
末
引
落
し
」
へ
変
更

　
⇩
年
間
６
０
０
円
割
引

　
　
　
　
　
　
　
　

　
保
険
料
の
納
付
方
法

■
口
座
振
替（
1
番
お
得
な
納
付
方
法
）

　
口
座
振
替
で
納
め
る
と
手
間
が
か
か

ら
ず
、
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
こ
と
も
で
き

ま
す
。
口
座
振
替
の
手
続
き
は
、
年
金

事
務
所
ま
た
は
金
融
機
関
の
窓
口
で
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

■
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
り
定
期
的

に
納
付
す
る
方
法
で
す
。
申
し
込
み
手

続
き
は
、
郵
送
、
年
金
事
務
所
で
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

■
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
な

ど
で
の
納
付

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
納

付
書
を
使
っ
て
、
各
窓
口
で
納
付
す
る

方
法
で
す
。
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
に

関
係
な
く
、
全
国
ど
こ
の
窓
口
で
も
納

付
で
き
ま
す
。

※ 

平
成
27
年
度
の
保
険
料
納
付
書
は
4

月
上
旬
に
郵
送
さ
れ
、
1
年
お
よ
び

6
カ
月
前
納
の
納
付
書
も
同
封
さ
れ

て
い
ま
す
。
任
意
の
月
か
ら
前
納
す

る
場
合
は
専
用
の
納
付
書
が
必
要
に

な
り
ま
す
の
で
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は

　
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
　
　

　
☎
０
５
７
０
│

０
５
│

１
１
６
５

問
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資
産
固
定
資
産
税

今
年
度
は
評
価
替
え
年
度
で
す

町
民
税
務
課 

課
税
係 

☎
77
‐
３
９
１
５

　
平
成
27
年
度
は
、
３
年
に
１
度
の
評
価
替
え
の
年
度
で
す
。
３
年
間
の

価
格
変
動
を
反
映
さ
せ
た
、
適
正
で
均
衡
の
と
れ
た
固
定
資
産
の
評
価
額

に
見
直
し
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
は
、「
適
正
な
時
価
」

を
基
に
、
課
税
標
準
額
を
算
出
し
て
課

税
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
本
来
で
あ

れ
ば
、
毎
年
度
評
価
替
え
を
行
い
、
適

正
な
時
価
を
基
に
課
税
し
、
税
負
担
の

公
平
を
図
る
べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
、
膨

大
な
量
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
を
毎
年

度
見
直
す
の
は
実
務
的
に
不
可
能
で
あ

る
こ
と
、
課
税
事
務
の
簡
素
化
を
図
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
3
年
ご
と
に
評
価
額

の
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
25
・
26
年
度
は
評
価
替

え
年
度
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
土
地
と

家
屋
の
評
価
は
、
地
目
の
変
換
や
家
屋

の
増
改
築
な
ど
の
特
別
の
事
情
が
あ
る

場
合
を
除
い
て
、
原
則
と
し
て
前
回
の

評
価
替
え
年
度
で
あ
る
平
成
24
年
度
を

基
準
と
し
た
評
価
額
に
据
え
置
か
れ
て

い
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
地
価
の
下
落
が
あ
り
、
価

格
を
据
え
置
く
こ
と
が
適
正
で
な
い
場

合
は
、
評
価
替
え
年
度
で
な
く
て
も
価

格
を
修
正
し
て
い
ま
す
。
　

■
土
地
の
評
価
の
し
く
み

　
土
地
の
評
価
は
、
総
務
大
臣
が
定
め

る
「
固
定
資
産
（
土
地
）
評
価
基
準
」

に
基
づ
き
、
地
目
別
に
定
め
ら
れ
た
評

価
方
法
で
行
い
ま
す
。
地
目
は
9
種
類

に
区
分
さ
れ
、
評
価
上
の
地
目
は
、
登

記
簿
上
の
地
目
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
年

の
1
月
1
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
の
土

地
の
現
況
で
認
定
を
行
い
ま
す
。
宅
地

の
場
合
は
、
町
内
の
土
地
の
利
用
状
況

の
似
た
区
域
に
グ
ル
ー
プ
分
け
し
、
区

域
内
の
標
準
的
な
宅
地
の
鑑
定
評
価
な

ど
を
基
に
評
価
額
が
決
ま
り
ま
す
。

・
評
価
基
準
の
地
目

　 

宅
地
・
田
・
畑
・
鉱
泉
地
・
池
沼
・

山
林
・
牧
場
・
原
野
・
雑
種
地

■
家
屋
の
評
価
の
し
く
み

　
平
成
26
年
1
月
1
日
ま
で
に
建
築
さ

れ
た
家
屋
の
評
価
は
、
平
成
24
年
度

の
評
価
基
準
で
算
出
し
た
再
建
築
価

格
（
同
一
の
場
所
に
同
一
家
屋
を
新
築

す
る
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
費
用
）
に
、

3
年
間
の
物
価
変
動
を
反
映
し
た
再
建

築
費
評
点
補
正
率
（
基
準
年
度
ご
と
の

設
定
）
と
経
年
減
点
補
正
率
（
築
年
数

に
よ
る
減
価
率
）
に
よ
る
補
正
が
行
わ

れ
、
評
価
額
が
決
ま
り
ま
す
。

問

動
物
狂
犬
病
予
防
注
射

飼
い
主
の
大
切
な
義
務
で
す

ま
ち
づ
く
り
課 

都
市
環
境
係 

☎
77
‐
３
９
０
８

　
犬
の
飼
い
主
は
、
飼
い
犬
に
狂
犬
病
予
防
接
種
を
「
毎
年
１
回
接
種
さ

せ
る
こ
と
」
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
程
表
で
会
場
と
時

間
を
ご
確
認
の
上
、
必
ず
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

新
規
登
録
と
注
射
を
す
る
場
合

■
受
付
　
各
会
場

■
料
金
　
１
頭
６
，
５
０
０
円

■
必
要
書
類
　
問
診
票

　
問
診
票
は
ま
ち
づ
く
り
課
都
市
環
境

係
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

登
録
済
み
で
注
射
の
み
の
場
合

■
受
付
　
各
会
場

■
料
金
　
１
頭
３
，
５
０
０
円

■ 

必
要
書
類
　
通
知
は
が
き
（
４
月
下

旬
に
送
付
予
定
）

新
規
登
録
の
み
の
場
合

■
受
付
　
ま
ち
づ
く
り
課
都
市
環
境
係

■
料
金
　
１
頭
３
，
０
０
０
円

○ 

当
日
、
会
場
に
は
必
要
事
項
を
記
入

し
た
問
診
票
ま
た
は
通
知
は
が
き
を

必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

○ 

犬
が
暴
れ
た
り
、
引
き
ず
ら
れ
た
り

し
な
い
よ
う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○ 

登
録
し
て
い
る
犬
が
亡
く
な
っ
て
い

る
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問

狂犬病予防集合注射日程（5月14日・15日）
日程 場　　　所 時　　　間

14
日
㈭

高谷共同利用施設 午前9時～9時30分
大台北集会所 午前9時50分～10時20分
加茂公民館 午前10時40分～11時10分
農協牧野出荷所 午後1時～1時40分
福祉センター「やすらぎの里」 午後2時～3時

15
日
㈮

菱田共同利用施設 午前9時～9時40分
川津場・三和公民館 午前10時10分～10時40分
はにわ台団地管理事務所 午前11時10分～11時45分
役場車庫前 午後1時30分～3時
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